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第３章    西東京市教育計画の方向性 

 

１ 教育目標と計画の基本方針 

 

西東京市教育委員会は、すべての市民が進んで知性、感性を磨き、道徳心や体力を

高め、人間性を豊かにし、国際社会の平和と発展に貢献することを願い、次に掲げる

市民の育成を教育目標とします。 

 

○ 互いの生命と人格を尊重し、思いやりと規範意識のある市民 

○ 社会の一員として、勤労と責任を重んじ、広く社会に貢献しようとする市民 

○ 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな市民 

○ 伝統と文化を尊重し、自然と郷土を愛するとともに、環境の保全に寄与する市民 
 

また、学校教育及び社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、

支え合うことができる社会の実現を図ります。 

そして、教育は、学校、家庭、地域及び行政が連携し、それぞれが責任を果たして行

われなければならないとの認識に立って、ともに学び･ともに成長し･ともに励ましあう

自主的･自発的活動を推進し、すべての市民が教育に参加することを目指します。 

 

 

 

  

【計画の基本方針イメージ図】 

【西東京市教育委員会の教育目標】 
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２ 計画の基本方針 

本計画は、教育目標の実現に向けて１から４までの基本方針（将来像）で施策を展

開します。 

 

 

基本方針１ 子どもの「生きる力※」の育成に向けて 

次代を担う子どもたちが自らの人生を切り拓くために、主体的･対話的で深い学びを

通して、確かな学力を育むとともに、豊かな心や健康･体力などの「生きる力」を育成

していきます。 

 

 

基本方針２ 子どもの「心の健康」の育成に向けて 

子どもが「生きる力」を身に付け、持続可能な社会※を創る一員として、学び続けら

れる大人になっていくためには、子どもの「心の健康」の育成が重要になってきます。

様々な出来事に出会い、すぐに解決できない問題に直面しても、力強く生きていける

よう、「心の健康」の育成に向けた相談･支援体制を充実させます。 

 

 

基本方針３ 持続可能な社会の創り手を育むための教育環境の充実に向けて 

時代の変化に対応するための学習環境などの整備や、学校における組織体制や教職

員の働き方を見直すことで学校経営改革の推進を図ります。さらに、学校を核としな

がら連携･協働し合う地域づくりに取り組むとともに、家庭教育への支援を充実させる

ことにより、持続可能な社会の創り手を育むための教育環境の充実を図ります。 

 

 

基本方針４ 「学び」を身近に感じ「学び」を実践できる社会の実現に向けて 

社会の変化に対応した学習機会の提供の充実を図ることにより、生涯にわたって学

び、活躍できる環境の整備に取り組みます。これにより、地域コミュニティの維持･活

性化や地域課題の解決に寄与する「学び」と「活動」の循環の形成を目指します。 

 

 

※生きる力：予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創

っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え、自らの可

能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力のこと。 

※持続可能な社会：将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代の要求を満たすような開

発が行われている社会のこと。  
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３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 
 
子どもの「生きる力」の 

育成に向けて 

１ 社会の変化に応える 
確かな学力の育成 

２ 豊かな心を育む 
教育の実現 

３ 子どもの健康づくりと 
体力づくりの推進 

４ 一人ひとりを大切にする 
教育の推進 

①きめ細かな学習指導による 

基礎･基本の習得と活用  

②学ぶ意欲の向上に向けた 

教育の充実･推進 

③教育の情報化による学習指導の 

質の向上   

④持続可能な開発のための教育 

（ＥＳＤ）の推進 

①人権教育の推進   

②いじめや暴力行為の防止に向けた 

教育の推進 

③道徳教育の充実   

④読書活動の推進 

①たくましく生きるための 

健康と体力づくりの推進 

②望ましい生活習慣や規律のある 

生活習慣の確立 

①校内体制の充実   

②個に応じた教育実践の内容の充実 

③個に応じた教育実践を支える 

教育委員会の役割の充実 

１ 相談･支援の充実 

２ 学校における 
教育支援体制の充実 

３ 学校を支える 
多様な教育資源の充実 

基本方針２ 
 
子どもの「心の健康」の 

育成に向けて 

①児童･生徒の「心の健康」の育成 

②学校と教育委員会との連携による 

支援の充実 

③不登校への対応 

①教育相談センターにおける 

相談･支援の充実 

②子どもの育つ環境を支援する 

ネットワークの充実 

①個の教育的ニーズに応じた 

教育資源の充実 

〔 方向 〕 〔 基本方針 〕 〔 施策 〕 
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１ 多様な学びをつなぐ 
生涯学習の振興 

３ 「学び」が実践できる 
地域の学習資源の活用 

２ 誰もが学習に参加できる 
機会の充実 

基本方針４ 
 
「学び」を身近に感じ 

「学び」を実践できる 

社会の実現に向けて 

①誰でも学べる機会の充実 

②ライフステージに応じた 

学びの機会の充実 

①生涯学習推進体制の充実 

②生涯学習情報を提供する体制の整備 

③学びを通じた 

地域コミュニティづくり 

①公民館機能の充実  

②図書館機能の充実 

③文化財の保存と活用の充実 

④その他地域の学習資源の充実 

１ 時代の変化に対応した 
学習環境等の整備 

２ 学校経営改革の推進 

３ 学校を核とした 
地域づくりの推進 

４ 家庭における 
教育力の向上 

基本方針３ 
 
持続可能な社会の 

創り手を育むための 

 

①小中一貫教育の推進 

②学校の教育環境の整備 

③学校給食環境の整備 

④情報教育環境の整備 

⑤学校施設の適正規模･適正配置と 

維持管理 

①学校組織の活性化  

②学校における働き方改革の推進 

①地域と学校の連携･協働の 

仕組みづくり 

②安全･安心な教育環境の推進 

①家庭教育に関する学びの機会の充実 

〔 方向 〕 〔 基本方針 〕 〔 施策 〕 


